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立法院は2024年7月12日に《中小企業発展条例》に

おける、従業員の新規雇用と給与引上げに関する

追加控除及び研究開発投資税額控除等の租税優

遇適用期間を2033年12月31日まで延長することを

可決しました。また、適用範囲の拡大、追加控除率

の引上げなどの改正も含まれています。上記改正

条文に対応するため、経済部と財政部は12月4日

に共同で《中小企業研究開発投資税額控除適用細

則》、《中小企業の従業員新規雇用に関する給与費

用の追加控除細則》、《中小企業従業員の給与引

上に関する追加控除細則》等三つの細則改正を公

布し、租税優遇措置の適用対象、範囲、申請期限

及び手続等事項を明確化しました（行政院公報参

照）。 今回の改正の適用期間は2024年1月1日から

2033年12月31日までです。2025年に2024年度営利

事業所得税の申告時に適用が開始されます。改正

要点を下表にまとめました。

《中小企業発展条例》の三つの減税細則-
新規雇用、給与引上及び研究開発に関する
一部条文の改正

改正要点 内容概要

65歳以上の新規

雇用従業員の適

用対象追加

新規雇用する従業員の給与に関する追加控除の租税優遇：

 24歳以下の非管理職従業員の新規雇用。正社員でなければならない。

 65歳以上の非管理職従業員の新規雇用。パートタイムも可能。

 非管理職従業員を2名新規雇用すれば適用可能。

 上記の新規雇用従業員に支給する給与の金額に基づき、営利事業所得額

からの追加控除率100％の適用が可能。

非管理職従業員について、経済部は経常給与NT$6.2万以下の従業員を「非管

理職従業員」として公告する予定である。当該金額は労働部の公布する職業別

給与調査結果に基づき適時に調整する。中小企業は経済部の関連公告に引

続き留意する必要があると考えられる。
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関連条文の概要：

中小企業の新規雇用に関する給与費用の追加控

除細則

一. 非管理職従業員と経常給与の定義を明確にし

た。（改正後条文第2条）

非管理職従業員：正社員（フルタイム）の月平均

経常給与及び、65歳以上のパートタイム従業員

の月給に基づく月平均経常給与又は日給（時

給）は、一定の金額を超えず、且つ中小企業と

不定期雇用契約を締結した台湾国籍従業員を

指す。

経常給与：毎月支給する基本給料、固定額の

手当及び賞与を指す。現物を以って支給する場

合、現物を実際価値へ換算して計上する必要

がある。前項第1号に称する固定額とは、中央

主務機関が中央労働主務機関の公布した職業

別給与調査結果を参考にし、毎年公告する金

額を指す。

二. 改正後、24歳以下又は65歳以上の台湾国籍非

管理職従業員を新規雇用する場合は、本条例

第36条の2第1項の規定に基づく適用申請が可

能となる。これら新規雇用の従業員の給与金
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改正要点 内容概要

給与引上に関する追加

控除の租税優遇の適用

対象業種の拡大

給与引上に関する追加控除の租税優遇：

改正後、人材派遣サービス業も適用対象となる。但し、派遣事業者と派

遣人員の労働契約は不定期契約でなければならない。

研究人員の教育訓練費

用は研究開発投資税額

控除の適用も可能となる。

改正後、研究開発業務に専門従事する正社員が研究開発専門知識の

教育訓練に参加する費用は研究開発投資税額控除の適用対象となる。

12月決算以外の中小企

業の2023会計年度に含

まれる2024年の期間に

ついて、6ヵ月以内に税

務機関へ適用申請を提

出する。

今回の中小企業発展条例の三つの細則の租税優遇改正案は2024年1

月1日から適用。

12月決算以外の中小企業の2023会計年度に含まれる2024年の期間

（例えば、3月決算の2023会計年度のうち2024/1/1～2024/3/31 )のた

めに、上記の三つの細則は全て移行期条項が定められている。細則公

布日 (2024年12月4日)から6ヵ月以内に、中小企業所在地の管轄税務機

関に2024年の期間の適用を申請することができる。

12月決算以外の中小企業は租税優遇の適用権益を失わないよう上記

の期限に留意してください。

 非管理職従業員1名の給与引

上げで適用可能

 年齢制限なし

 正社員及びパートタイム従業

員はともに適用可能

 営利事業所得額からの追加

控除率は75%
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額は営利事業所得額からの100％追加控除率

を適用することができる。（改正後条文第3条）

三. 台湾国籍従業員の新規雇用対象及び計算基

礎の改正、並びに「基本給与」の文言を「最低

賃金」へ修正した。(改正後条文第4条)

適用要件として、2名以上の24歳以下又は65歳

以上の台湾国籍非管理職従業員の新規雇用と

明確にした。また、企業による一部パートタイム

従業員の正社員への転換を促進するため、24

歳以下のパートタイム従業員を正社員へ転換

することを新規雇用と見なす。さらに、月平均の

非管理職従業員数が前事業年度より2名増加

する必要がある。

全体給与給付総額の引上げに係る計算方法に

ついて、前号規定を適用する従業員の給与を

含まない当年度の全体給与給付総額が前年度

の全体給与給付総額を上回る場合と明確に規

定した。

四. 当年度の営利事業所得税確定申告期間内に

おいて規定の様式により申請書を記入・提出し

ていない場合は本租税優遇の適用ができない。

本細則が公布される前に、規定の期限内に当

年度の営利事業所得税確定申告を行った場合、

本細則が公布された日から6ヵ月以内に、前項

の規定に基づき中小企業の所在地の管轄税務

機関に適用を申請することができる。期限を超

過して申請した場合、税務機関は受理しない。

（改正後条文第6条）

五. 中小企業による不実の申告に係る処罰に関す

る規定が追加された。税務機関は調査により不

実の申告があると判明した場合、所得税法にお

ける脱税・過少申告に関する規定及び税金徴

収法における租税優遇の適用停止に関する規

定に基づき取扱う。（改正後条文第8条）

中小企業の従業員給与引上に関する追加控除細

則

一. 非管理職従業員、経常給与及び平均給与の支

給水準の定義を改正した。非管理職従業員：正

社員（フルタイム）の月平均経常給与及び、65

歳以上のパートタイム従業員の月給に基づく月

平均経常給与又は日給（時給）は、一定の金額

を超えず、且つ中小企業と不定期契約を締結し

た台湾国籍従業員を指す。一定の金額とは、

中央主務機関が中央労働主務機関の公布した

職業別給与調査結果を参考にし、毎年公告す

る金額を指す。（改正後条文第2条）

二. 「基本給与」の文言を「最低賃金」へ修正した。

また、本細則における営利事業所得額からの

追加控除率を75%へ修正した。（改正後条文第3

条）

三. 本細則の租税優遇の適用申請要件として、中

小企業認定基準第2条に定めた基準を満たす

こと、並びに当年度の平均給与給付水準が前

年度より上回ることを明確に規定した。（改正後

条文第4条）

四. 人材派遣業は租税優遇の適用申請ができない

という規定を改正し、適用対象とした。（改正後

条文第5条）

五. 当年度の営利事業所得税確定申告期間内に

おいて規定の様式により申請書を記入していな

い場合は、本租税優遇の適用ができないことを

明確に規定した。細則が公布される前に、規定

の期限内に当年度の営利事業所得税確定申

告を行った場合、本細則が公布した日から6ヵ

月以内に、前項の規定に基づき中小企業の所

在地の管轄税務機関に適用を申請することが

できる。期限を超過して申請した場合、税務機

関は受理しない。（改正後条文第6条）
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六. 中小企業による不実の申告に係る処罰に関す

る規定が追加された。税務機関の調査により不

実の申告があると判明した場合、所得税法にお

ける脱税・過少申告に関する規定及び税金徴

収法における租税優遇の適用停止に関する規

定に基づき取扱う。改正後条文第8条）

中小企業の研究開発支出の投資税額控除適用細

則

一. 研究開発業務に専門従事する正社員が研究開

発専門知識の教育訓練に参加する費用は研究

開発投資税額控除の適用対象となるとの規定

を追加した。（改正後条文第5条）

二. 教育訓練の定義及び範囲を明確に規定した。

その形態に、会社による実施、外部への依頼

又は共同実施等を含める。関連費用には、講

師の時間給と出張旅費、研修者の出張旅費、

研修費用及び教材費用等が含まれる。(改正後

条文第6条）

三. 研究開発支出又は費用として計上できないと明

確に規定した。例えば、研究開発部署の事務

管理支出、ルーティンの資料収集・検査の支出

など。（改正後条文第7条）

四. 教育訓練費用に添付しなければならない書類

を追加した。例えば、教育訓練項目明細表、研

修者名簿、実施状況など、教育訓練が研究開

発の専門知識に繋がることを十分に証明できる

書類。（改正後条文第15条第1項第5号）

五. 本細則が公布される前に、企業が規定の期限

内に当年度の営利事業所得税確定申告を行っ

た場合、本細則が公布された日から6ヵ月以内

に、前項の規定に基づき中小企業の所在地の

管轄税務機関に適用を申請することができる。

期限を超過して申請した場合、税務機関は受

理しない。 （改正後条文第15条第4項）

六. 当年度の営利事業所得税確定申告期限内に

おいて規定の様式により申請書を記入・提出し

ていない場合、本項の租税優遇を適用すること

ができないと明確に規定した。（改正後条文第

16条）
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